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総務電算情報課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

11,750,000 11,500,000 ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

入札（見積）結果公表台帳
物品関係

事業名 ＰＢＸリース事業（買取見積） 所管課

選定理由

　本事業は、本市庁舎内に設置のＰＢＸ機器（構内交換機）について、現行機器のリース期間満了に伴い、局線中継台２
台、デジタル多機能電話機３台及び設置費用等を含め84ヶ月リースで導入するための買取見積を徴取するものである。
　本市の電話関係設備は全てNTT製であり、電話網とPBXで業者が異なる場合、災害等の緊急時の障害に対して早急な復旧
が困難なことから、機器をNTT製で統一する必要がある。当該PBX機器はNTT仕様にカスタマイズされた製品であり、西日
本電信電話株式会社のみ取扱いが可能であることから、当該業者と随意契約する。また、当該業者は従来より本市の電話
関係設備を取扱っていることから、事前調査の必要がなく、設置費用の軽減が図れる。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
西日本電信電話株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

西日本電信電話株式会社 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 10時00分
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京都府京都市中京区烏丸三条上ル場之町６０４
西日本電信電話株式会社
京都支店　支店長　東田盛　正治

(2) 契 約 金 額
12,075,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 575,000

平成 22年 (2010年） 10月 22日
平成 22 年 (2010 年 ） 10 月 1 日
平成 22 年 (2010 年 ） 10 月 7

―
平成 22年 (2010年） 12月 31日

城陽市役所電話交換室
――――――――――――――

――――――――――――――

――――――――――――――

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分平成 22 年 (2010 年 ） 10 月 7 日


